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千歳市病児・病後児保育事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、病気中又は病気の回復期にある児童について、集団保育が困難

な期間、一時的に当該児童の保育をする病児・病後児保育事業（次条において単に

「事業」という。）を行うことにより、保護者の子育て及び就労等の両立を支援す

るとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。 

（実施主体等） 

第２条 事業の実施主体は千歳市とする。 

２ 事業に係る業務は、市長が適当と認める者に委託して実施するものとする。 

３ 事業を実施する施設は、病院、診療所、保育所等に付設された施設又は事業のた

めの専用施設（「病児保育事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成保第１

８０号こども家庭庁育成局長通知）の別紙「病児保育事業実施要綱」で定める基準

等（実施場所、職員の配置等をいう。）を満たす施設）であって、市長が適当と認

める施設（以下「病児・病後児保育施設」という。）とする。 

（対象児童等） 

第３条 病児・病後児保育施設における保育（以下「病児・病後児保育」という。）

の対象となる児童は、市内に住所を有する生後６月から小学校第３学年までの児童

であって、保育所若しくは学童クラブに入所しているもの又は保護者の勤務の都合、

傷病、出産その他のやむを得ない理由により一時的に家庭での保育が困難であると

認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないため集団保育

を受けることが困難な者 

 (2) 病気の回復期にあるが、集団保育を受けることが困難な者 

２ 病児・病後児保育の利用定員は、病児・病後児保育施設ごとに市長が定める。 

（閉所日及び開所時間） 

第４条 病児・病後児施設の閉所日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要が

あると認めるときは、閉所日に開所し、又は開所日に閉所することができる。 

(1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (3) １２月２９日から翌年１月３日まで 

２ 病児・病後児保育施設の開所時間は、午前７時から午後６時までとする。ただし、

市長が必要があると認めるときは、臨時に開所時間を午後７時まで延長することが

できる。 

（利用の申込み等） 

第５条 対象児童の保護者は、病児・病後児保育を受けようとするときは、病児・病

後児保育施設の指定する方法により、予約を行わなければならない。 
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２ 前項の予約は、利用定員の範囲内で先着順に受け付けるものとする。 

３ 第１項の予約をした保護者は、病児・病後児保育を受けようとする日の前日まで

に千歳市病児・病後児保育申込書（第１号様式）を病児・病後児保育施設を経由し

て市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるとき

は、この限りでない。 

４ 前項の申込書には、掛り付けの医療機関から必要事項の記載を受けた千歳市病

児・病後児保育医師連絡書（第２号様式。以下「医師連絡書」という。）その他必

要書類を添付しなければならない。 

（承諾等の通知） 

第６条 市長は、前条第３項の申込書の提出があったときは、病児・病後児保育の要

否、承諾期間及び費用負担額を決定し、当該申込みをした保護者に通知するものと

する。 

２ 前項の通知は、千歳市病児・病後児保育承諾通知書（第３号様式）又は千歳市病

児・病後児保育不承諾通知書（第４号様式）により行うものとする。 

（保育の期間） 

第７条 病児・病後児保育の承諾期間は、連続した７日間（病児・病後児保育施設の

閉所日を除く。）を限度とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及

び保護者等の状況により引き続き病児・病後児保育が必要と認められる場合には、

この限りでない。 

（申込みの不承諾） 

第８条 市長は、病児・病後児保育を受けようとする児童が、次の各号の一に該当す

るときは、病児・病後児保育の申込みを承諾しない。 

(1) 第３条第１項の要件を満たしていないとき。 

 (2) 申込みの内容が事実と著しく異なるとき。 

 (3) 申込みに基づく調査を正当な理由なく妨げ、又は必要な指示に従わなかったと

き。 

 (4) 利用定員を超えたとき。 

 (5) その他市長が承諾することが不適当であると認めるとき。 

（保育の制限） 

第９条 市長は、病児・病後児保育を受ける児童が、次の各号の一に該当するときは、

当該病児・病後児保育を中止し、又は解除することができる。 

 (1) 第３条第１項の要件を欠くに至ったとき。 

 (2) 病状が変化し、病児・病後児保育施設において対応ができないとき。 

 (3) その他市長が病児・病後児保育をすることが適当でないと認めるとき。 

（保育の中止等の通知） 

第１０条 市長は、前条の規定により病児・病後児保育を中止し、又は解除するとき

は、千歳市病児・病後児保育（中止・解除）通知書（第５号様式）により第６条第
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１項の保護者に通知しなければならない。 

（保護者の費用負担） 

第１１条 病児・病後児保育を受ける児童の保護者は、当該病児・病後児保育に要す

る費用について、別表に定める額（次項において「負担額」という。）を負担しな

ければならない。 

２ 前項の保護者は、負担額を納入通知書により所定の期日までに市に納付しなけれ

ばならない。 

３ 第１項に定めるもののほか、同項の保護者は、給食に係る実費額を病児・病後児

保育施設に支払わなければならない。 

（適用除外） 

第１２条 この要綱は、千歳市病児・病後児保育施設条例（平成１４年千歳市条例第

３０号）及び千歳市病児・病後児保育施設条例施行規則（平成１４年千歳市規則第

５７号）で定める病児・病後児保育施設又はその対象となるものについては、適用

しない。 

 （補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、千歳市病児・病後児保育事業の実施に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年 ９月 ９日から施行する。 

 

別表（第１１条関係） 

児童が属する世帯の区分 １日当たりの負担額 

ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に

よる扶助を受けている世帯、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）に規定する里親の世帯又は市町村民

税非課税世帯 

０円 

イ 前年度分の市町村民税の所得割の額が４８，６００

円未満の世帯（アに掲げる世帯を除く。） 

１，０００円 

ウ 前年度分の市町村民税の所得割の額が４８，６００

円以上の世帯 

２，０００円 

 備考 

  １ この表における「所得割の額」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合に

は、同法第３１４条の７、第３１４条の８並びに同法附則第５条第３項、第５

条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定は適用しないものとする。）の

額をいう。ただし、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があった場合
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には、その減免後の所得割の額とする。 

２ ９月から翌年３月までの間におけるこの表の適用については、同表中「前年

度分」とあるのは「当該年度分」とする。 

３ この表に定めるもののほか、開所時間を延長する場合における午後６時から

午後７時までの１日当たりの負担額は、同表アに掲げる世帯にあっては無料と

し、同表イ又はウに掲げる世帯にあっては３００円（当該延長が３０分以内の

場合にあっては、１５０円）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


